
物品提案書（物件名：　　　）
	物品
番号
	仕様書
	提案物品

	
	品質・規格
	例示品として同等のもの
	品質・規格
	提案物品

	
・物品番　　号を記載する。
	
・仕様書内訳の「品質・規格」を記載する。
	
・仕様書内訳の「例示品として同等のもの」を記載する。
	
・提案物品の「品質・規格」を仕様書と比較出来るように記載する。

・例示品がグリーン購入法適合品でであってグリーン購入法適合品以外のものを提案する場合は、必ず理由を記載すること。
	
・メーカー
・物品名
・型番



　
提案物品の詳細については、別添カタログのとおり。





※　作成にあたって物品番号毎に仕様書の品質・規格と提案物品の品質・規格が比較出来るように整理し、根拠資料としてカタログ等を添付すること。
※「例示品として同等のもの」以外の物品が提案されたとき、国家サイバー統括室においてサプライチェーン・リスクに係る懸念が払拭されないと判断された場合には、提案を却下し資格のない者として扱う。なお、上記判断には、１０営業日程度を要する場合がある。  
 
